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議会運営委員会記録 

 

○開催日時 

令和３年１２月１７日 午前８時５５分～午前９時２５分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（９人） 

   委 員 長  徳 永 武 次 

   副委員長  坂 口 健 太 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  森 永 靖 子 

委  員  中 島 由美子 

委  員  帯 田 裕 達 

委 員  森 満   晃 

委  員  屋 久 弘 文 

委  員  山 元   剛 

───────────────────────────────────────── 

○議長（地方自治法第１０５条による出席） 

   議  長  川 添 公 貴 

───────────────────────────────────────── 

○委員外議員（会議規則第１１８条による出席） 

   副 議 長  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  岩 切 正 之 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

総 務 部 長  田 代 健 一 

総 務 課 長  橋 口   堅 

文 書 法 制 室 長  久 米 道 秋 

────────────── 

企 画 政 策 部 長  古 川 英 利 

────────────── 

市 民 福 祉 部 長  小柳津 賢 一 

────────────── 

建 設 部 長  久 保 信 治 

────────────── 

教 育 部 長  上大迫   修 

────────────── 

議 会 事 務 局 長  道 場 益 男 

議 事 調 査 課 長  川 畑   央 

─────────────────────────────────────────

○事務局職員 

事 務 局 長  道 場 益 男 

議 事 調 査 課 長  川 畑   央 

課 長 代 理  前 門 宏 之 

主幹兼管理調査グループ長  清 藤 操 生 

主幹兼議事グループ長  上 川 雄 之 

管理調査グループ員  堀之内 孝 充 

議 事 グ ル ー プ 員  芦 谷 仁 美 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

１ 陳情等の取扱いについて 

２ 今期定例会に付議される議案等の審議方法について 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（徳永武次）これより議会運営委員

会を開会します。 

 本日の委員会は、ただいまタブレット端末に表

示しております審査日程により審査を進めたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 まず、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長（川添公貴）皆さん、おはようございま

す。いよいよ１２月議会の最終日となりましたけ

ど、慎重なる御審議をお願いしておきたいと思い

ます。 

 例年、１２月議会の最終日には市長挨拶の後に

議長挨拶というのがありますが、コロナ対策と議

会運営の効率化を図って今回は省略し、全協の冒

頭で若干触れさせていただくという形を取らせて

いただく予定ですので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 その他、もろもろ当局にて、この後説明があり

ますが、また慎重なる御審議をよろしくお願いし

ておきたいと思います。 

 以上です。 

────────────── 

△陳情等の取扱いについて 

○委員長（徳永武次）それでは、陳情等の取

扱いについてを議題といたします。 

 まず、提出のあった陳情等について事務局に説

明を求めます。 

○議事調査課長（川畑 央）それでは、資料

１を御参照ください。 

 陳情等の取扱いについて御説明申し上げます。 

 申合せ事項でいうところのその他の類するもの

という取扱いになっております。 

 件名ですが、「ウイグル等の人権問題に対し国

に調査を求める意見書採択のお願い」ということ

で参っております。 

 提出者は、ウイグルを応援する全国地方議員の

会、受理日は開会日でございます令和３年１１月

２４日でございます。 

 なお、備考欄にありますとおり市外からの陳情

ということで、最近、申合せが変更になりました

けれども、以前は市外からの陳情等につきまして

は文書配付となっていたところでございます。 

 なお、次のページからお願い文書を添付してご

ざいますので、御参照の上、御検討ください。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（徳永武次）ただいま説明がありま

したので、取扱いを審査します。 

 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める

意見書採択のお願いについてですが、提出者は市

外ということを踏まえて、質疑、意見はありませ

んか。 

○委員（坂口健太）大変重要なことであります

が、申合せに基づいて、申合せ３番の（１）にお

いて、本市に住所を有する者から提出される陳情

という要件を満たしておりませんので、申合せに

基づいて議員全員に陳情等の写しを配付するにと

どめるという形での取扱いでどうかと考えます。 

○委員長（徳永武次）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）ただいま坂口委員のほ

うから、議員全員に陳情写しを配付するという御

意見が出ましたけど、そのような形でいいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）質疑、意見は尽きたと

認めます。 

 以上で、陳情の取扱いについての審査を終了い

たします。 

 なお、会派にこの件についての検討をお願いし

ます。 

 ここで当局が入室しますので、しばらくお待ち

ください。 

［当局職員入室］ 

────────────── 

△今期定例会に付議される議案等について 

○委員長（徳永武次）次に、今期定例会に付

議される議案等についてを議題とします。 

 事務局長に説明を求めます。 

○事務局長（道場益男）それでは、資料２─

１、付議事件等区分表（案）を御覧ください。 

 まず、特別委員会の付託事項の見直しに関する

決議が１件ございます。議会運営委員会提出の発

議第３号は、川内原子力発電所対策調査特別委員

会の付託事項に、川内原子力発電所に関連する諸

問題に関することを追加し、変更後の付託事項を

川内原子力発電所の安全対策及び関連する諸問題



- 3 - 

に関する調査としようとするもので、本案は本日

の本会議で審議してはと考えます。 

 なお、調査期限の変更はいたしておりませんの

で、付託事項見直し後の調査期限につきましては、

従前のとおり調査終了までとなるものでございま

す。 

 次に、当局からの報告が２件。報告第１８号及

び１９号は、いずれも市道の維持補修作業中の事

故に係るもので、損害賠償及び和解に関する専決

処分について、本日の本会議において報告を受け

るものであります。 

 次に、資料２─２、討論通告一覧を御覧くださ

い。 

 井上議員から総務文教委員会付託案件の請願第

５号に関しまして、賛成の討論通告がございまし

た。 

 なお、本請願の委員会における審査結果は不採

択とすべきものとなってございます。 

 次に、資料２─３、議案等採決区分表を御覧く

ださい。 

 総務文教委員会付託案件では、議案第１１０号

から１１２号までの議案３件を一括して簡易採決

とし、その後、討論通告のありました請願第５号

について、電子表決システムにより採決を行うこ

ととし、生活福祉委員会付託案件では、議案第

１１３号、１１４号、１２１号、１２５号から

１２９号までの議案８件を一括して簡易採決とし、

産業建設委員会付託案件では、議案第１１５号、

１１７号から１１９号まで、１２２号から

１２４号までの議案７件を一括して簡易採決とし

てはと考えます。 

 次に、各常任委員会に分割付託されておりまし

た議案１２０号の一般会計補正予算については、

各常任委員長の報告の後、簡易採決とし、除斥議

案となります議案第１１６号については、大田黒

議員除斥の後、簡易採決にしてはと考えます。 

 最後に、本日、議案第１１１号の薩摩川内市の

組織及びその任務に関する条例等の一部改正に関

する議案が可決されますと、これに対応する形で

委員会条例の改正が必要となってまいりますが、

これにつきましては、３月議会での上程に向けま

して、１月から２月にかけての議会運営委員会で

御協議いただく予定としておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（徳永武次）ただいま説明がありま

したが、質疑、御意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）オブザーバーはないで

すか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）質疑、意見はないと認

めます。 

 それでは、今期定例会に付議される議案等につ

いては、説明のとおり取り扱うことで御異議はあ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

 以上で、今期定例会に付議される議案等につい

ての審査を終了いたします。 

 ここで、協議会に切り替えます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午前９時 ４分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午前９時２４分開議 

         ～～～～～～～～～ 

［休憩中に当局職員退室］ 

○委員長（徳永武次）ここで、本会議に戻し

ます。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（徳永武次）以上で、議会運営委員

会を閉会したいと思いますが、御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（徳永武次）御異議ありませんので、

以上で、議会運営委員会を閉会します。 
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